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   柏 市 い じ め 重 大 事 態 調 査 検 証 委 員 会 報 告 書 提 言 等 の 対 応

に 関 す る ア ド バ イ ザ リ ー ボ ー ド 設 置 要 領  

 

                                  制 定  令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ８ 日  

                                  施 行  令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ８ 日  

 

１  設 置 等  

こ の 要 領 は ， 令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ５ 日 付 け 柏 市 い じ め 重 大 事 態 調 査

検 証 委 員 会 報 告 書 の 提 言 （ 以 下 「 提 言 」 と い う 。 ） 等 に 対 す る 教

育 委 員 会 の 対 応 を ， よ り 効 果 的 か つ 効 率 的 に 行 う た め ， 提 言 等 に

関 す る ア ド バ イ ザ リ ー ボ ー ド （ 以 下 「 ア ド バ イ ザ リ ー ボ ー ド 」 と

い う 。 ） の 設 置 及 び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

２  所 掌 事 務  

  ア ド バ イ ザ リ ー ボ ー ド の 所 掌 事 務 は ， 次 の と お り と す る 。  

(1) 提 言 等 に 対 す る 教 育 委 員 会 の 課 題 認 識 へ の 助 言 及 び 意 見 を 述

べ る こ と 。  

(2) 提 言 等 に 対 す る 教 育 委 員 会 の 対 応 の 方 向 性 及 び 具 体 的 な 対 応

の 内 容 に 関 す る 助 言 及 び 意 見 を 述 べ る こ と 。  

(3) そ の 他 提 言 等 に 対 す る 教 育 委 員 会 の 対 応 を ， よ り 効 果 的 か つ

効 率 的 に 行 う た め ， 必 要 な 事 項 を 行 う こ と 。  

３  組 織  

  ア ド バ イ ザ リ ー ボ ー ド は ， 委 員 １ ０ 人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。  

４  任 期  

委 員 の 任 期 は ， 第 １ 回 目 の ア ド バ イ ザ リ ー ボ ー ド の 会 議 の 開 催

の 日 か ら 第 ２ 項 に 規 定 す る 所 掌 事 務 が 終 了 す る 日 ま で と す る 。  

５  委 員 長 及 び 副 委 員 長  

(1) ア ド バ イ ザ リ ー ボ ー ド に ， 委 員 長 及 び 副 委 員 長 を 置 き ， 委 員

の 互 選 に よ り こ れ を 定 め る 。  

(2) 委 員 長 は ， ア ド バ イ ザ リ ー ボ ー ド の 会 議 の 進 行 を つ か さ ど る 。  

(3) 副 委 員 長 は ， 委 員 長 を 補 佐 し ， 委 員 長 に 事 故 が あ る と き は ，

そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

６  会 議 等  

(1) ア ド バ イ ザ リ ー ボ ー ド の 会 議 は ， 教 育 長 が 招 集 す る 。  
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(2) 教 育 長 は ， 感 染 症 の ま ん 延 の 防 止 の 必 要 そ の 他 の や む を 得 な

い 事 情 が あ る と 認 め る と き は ， 在 任 委 員 に 議 事 に 係 る 意 見 書 の

提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

(3) ア ド バ イ ザ リ ー ボ ー ド は ， 必 要 が あ る と 認 め る と き は ， 会 議

に 委 員 以 外 の 者 を 出 席 さ せ ， 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

７  教 育 委 員 会 の 責 務  

教 育 委 員 会 は ， 第 ２ 項 に 規 定 す る 所 掌 事 務 に 係 る ア ド バ イ ザ リ

ー ボ ー ド の 助 言 及 び 意 見 並 び に 必 要 な 事 項 を 尊 重 す る よ う 努 め な

け れ ば な ら な い 。  

８  庶 務  

ア ド バ イ ザ リ ー ボ ー ド の 庶 務 は ， 生 涯 学 習 部 教 育 総 務 課 に お い

て 処 理 す る 。  

 

 

   附  則  

 こ の 要 領 は ， 令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


